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(57)【要約】
【課題】ヒートキャリア循環型の有機物質のガス化シス
テムにおける高速昇温方法を提供する。
【解決手段】上記課題は、熱分解器４に対する原料供給
及びヒートキャリアの循環を停止した状態で、熱風生成
装置１から予熱器２へ熱風供給する、予熱器昇温運転を
行い、予熱器２内の温度が所定の予熱器定常運転温度に
達した後に、原料供給停止状態及び熱風供給状態を継続
しつつ、ヒートキャリアの循環を行う急加熱運転を、改
質器３内の温度及び熱分解器４内の温度が所定の改質器
定常運転温度及び熱分解器定常運転温度にそれぞれ達す
るまで行うことにより解決できる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　熱を運ぶための多数のヒートキャリアと、このヒートキャリアを加熱するための予熱器
と、熱分解ガスの水蒸気改質を行うための改質器と、有機物質原料を熱分解するための熱
分解器と、熱風を生成する熱風生成装置とを備え、
　前記ヒートキャリアを、前記予熱器、改質器、及び熱分解器の順に通した後、移送装置
により再び予熱器に戻して循環させるとともに、前記熱分解器内に有機物質原料を供給し
、前記改質器内に対して直接又は間接的に水蒸気を供給し、
　前記熱分解器内では、前記有機物質原料を、加熱されたヒートキャリアと接触させるこ
とによりチャーと熱分解ガスとに熱分解し、熱分解ガスはヒートキャリアに対して向流接
触しながら改質器へ供給し、
　前記改質器では、前記熱分解ガスを前記ヒートキャリアにより加熱しつつ前記水蒸気と
接触させることにより水素含有濃度を向上させたガスを生成し、
　前記熱風生成装置では、熱風を生成して予熱器に供給し、
　前記予熱器では、前記熱風生成装置から供給される熱風を、前記予熱器内を堆積状態で
通過するヒートキャリア間に通して、ヒートキャリアと直接接触することによりヒートキ
ャリアを加熱する、
　ように構成した有機物質のガス化システムにおける高速昇温方法であって；
　前記熱分解器に対する前記有機物質原料の供給、及び前記ヒートキャリアの循環をそれ
ぞれ停止した状態で、前記熱風生成装置から前記予熱器へ熱風供給する、予熱器昇温運転
を行い、
　前記予熱器内の温度が所定の予熱器定常運転温度に達した後に、前記有機物質原料の供
給停止状態及び前記熱風供給状態を継続しつつ、前記ヒートキャリアの循環を行う急加熱
運転を、前記改質器内の温度及び熱分解器内の温度が所定の改質器定常運転温度及び熱分
解器定常運転温度にそれぞれ達するまで行う、
　ことを特徴とする有機物質のガス化システムにおける高速昇温方法。
【請求項２】
　前記予熱器定常運転温度は１０００℃以上であり、前記改質器定常運転温度は９５０℃
以上であり、前記熱分解器定常運転温度は５５０℃以上である、請求項１記載の有機物質
のガス化システムにおける高速昇温方法。
【請求項３】
　予熱器、改質器及び熱分解器を気温状態からそれぞれ予熱器定常運転温度、改質器定常
運転温度及び熱分解器定常運転温度まで昇温する、コールドスタートに際し、
　前記有機物質原料の供給及び前記ヒートキャリアの循環を行わずに、前記予熱器に対し
て熱風の供給を開始し、前記予熱器内温度が所定温度を超えた後に前記熱風供給を継続し
たまま前記ヒートキャリアの循環を開始し、
　このヒートキャリアの循環により前記熱分解器内温度が熱分解器定常運転温度に到達し
た後に、前記予熱器昇温運転を開始し、
　この予熱器昇温運転により、前記予熱器内の温度が所定の予熱器定常運転温度に達した
後に、前記改質器内の温度及び熱分解器内の温度が所定の改質器定常運転温度及び熱分解
器定常運転温度にそれぞれ達するまで前記急加熱運転を行い、しかる後に前記有機物質原
料の供給を開始する、請求項１又は２記載の有機物質のガス化システムにおける高速昇温
方法。
【請求項４】
　前記予熱器内の温度、前記改質器内の温度、及び前記熱分解器内の温度が、前記予熱器
定常運転温度、前記改質器定常運転温度、及び前記熱分解器定常運転温度にそれぞれ達し
ている状態で、前記予熱器に対する熱風の供給、前記ヒートキャリアの循環、及び前記有
機物質原料の供給を行う定常運転から、
　前記有機物質原料の供給を停止した状態で、前記予熱器に対する供給熱量の増減及び前
記ヒートキャリアの循環速度の増減の少なくとも一方を行い、予熱器に対する熱風供給量
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及び供給熱風温度のうち少なくとも一方を低減し、且つ前記予熱器内の温度を前記予熱器
定常運転温度よりも低く且つ所定の下限温度以上、前記熱分解器内の温度を前記熱分解器
定常運転温度よりも低く且つ所定の下限温度以上、及び前記改質器内の温度を前記改質器
定常運転温度よりも低く且つ所定の下限温度以上にそれぞれ保持する、保温運転に移行し
た後、
　この保温運転から前記予熱器昇温運転に移行し、前記予熱器内の温度が所定の予熱器定
常運転温度に達した後に、前記改質器内の温度及び熱分解器内の温度が所定の改質器定常
運転温度及び熱分解器定常運転温度にそれぞれ達するまで前記急加熱運転を行い、しかる
後に前記有機物質原料の供給を再開する、ホットスタートを行う、請求項１又は２記載の
有機物質のガス化システムにおける高速昇温方法。
【請求項５】
　前記予熱器内の温度、前記改質器内の温度、及び前記熱分解器内の温度が、前記予熱器
定常運転温度、前記改質器定常運転温度、及び前記熱分解器定常運転温度にそれぞれ達し
ており、且つ前記原料供給を停止している状態から、前記原料供給を開始するまでの間、
（い）前記ヒートキャリアの循環の一時的又は連続的な停止、
（ろ）前記ヒートキャリアの循環の一時的又は連続的な実行、並びに
（は）前記予熱器に対する熱風供給量及び供給熱風温度のうち少なくとも一方の増減、
　の少なくとも一つの操作により、前記予熱器内の温度、前記改質器内の温度、及び前記
熱分解器内の温度を、前記予熱器定常運転温度、前記改質器定常運転温度、及び前記熱分
解器定常運転温度にそれぞれ維持する、待機運転を行う、請求項１～４のいずれか１項に
記載のガス化システムにおける高速昇温方法。
【請求項６】
　前記予熱器内の温度、前記改質器内の温度、及び前記熱分解器内の温度が、前記予熱器
定常運転温度、前記改質器定常運転温度、及び前記熱分解器定常運転温度にそれぞれ達し
ている状態で、前記熱風の供給、前記ヒートキャリアの循環、及び前記有機物質原料の供
給を行う定常運転中に、前記熱分解器内温度が前記熱分解器定常運転温度未満となったと
き、
　前記予熱器昇温運転を行い、前記予熱器内の温度が所定の予熱器定常運転温度に達した
後に、前記改質器内の温度及び熱分解器内の温度が所定の改質器定常運転温度及び熱分解
器定常運転温度にそれぞれ達するまで前記急加熱運転を行う、リセット操作を実行し、こ
のリセット操作後に、リセット操作前よりも少ない供給量で前記有機物質原料の供給を再
開する、
　請求項１～５のいずれか１項に記載の有機物質のガス化システムにおける高速昇温方法
。
【請求項７】
　前記予熱器内温度が前記予熱器定常運転温度に達し、前記予熱器の排ガス温度が機器制
限温度を超えたとき、次の、
　（イ）前記ヒートキャリアの循環が停止しているとき、一時的に、前記ヒートキャリア
の循環を開始する、
　（ロ）一時的又は連続的に、前記予熱器に対する熱風供給量及び供給熱風温度のうち、
供給熱風温度は維持したまま熱風供給量を減少させる、
　（ハ）一時的に、前記予熱器への熱風供給を停止する、
　（ニ）一時的に、予熱器に対して冷却用空気を送風する、
　の少なくとも一つの過熱抑制操作を実行する、
　請求項１～６のいずれか１項に記載の有機物質のガス化システムにおける高速昇温方法
。
【請求項８】
　前記急加熱運転における前記ヒートキャリアの循環開始と同時又はその直前もしくは直
後に、前記予熱器に対する熱風供給量及び供給熱風温度の少なくとも一方を増加する、請
求項１～７のいずれか１項に記載の有機物質のガス化システムにおける高速昇温方法。
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【請求項９】
　システムを停止するにあたり、前記熱分解器に対する前記有機物質原料の供給を停止し
た状態で、前記ヒートキャリアの循環及び前記予熱器への熱風供給を継続する、後処理運
転を所定時間を行い、しかる後に、前記ヒートキャリアの循環及び前記予熱器への熱風供
給をそれぞれ停止する、請求項１～８のいずれか１項に記載の有機物質のガス化システム
における高速昇温方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、木質バイオマス等の有機物質のガス化システムにおける高速昇温方法に関す
るものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、化石燃料の代替及び地球温暖化防止を目的とした新エネルギー供給システムとし
て、間伐材等の木質バイオマスをガス化し、このガスを燃料として熱や電気エネルギーを
生成する技術が提案され、利用されている。
【０００３】
　このようなガス化システムとしては、種々のものが提案されているが、中でも特許文献
１記載のヒートキャリア循環型システムは水素濃度の高いガスを生成できる点で優れたも
のの一つである。このガス化システムは、上から順に、予熱器、改質器、熱分解器、及び
分離機を備えており、熱を運ぶための多数のヒートキャリア（熱担持媒体）が、予熱器で
加熱されてから改質器、熱分解器及び分離機の順に通された後、バケットコンベア等の移
送装置により再び予熱器に戻されるように構成されている。
【０００４】
　有機物質原料は、スクリューコンベア等の適宜の定量供給装置により、例えば改質器と
熱分解器とを繋ぐ供給管路を介して、熱分解器の上部供給口へ連続的に定量供給される。
熱分解器内に供給された有機物質は、予熱器から改質器を経て供給された、加熱されたヒ
ートキャリアと接触することにより、チャー（固体の炭素含有残留物）と熱分解ガス（揮
発性相）とに分離される。固形分であるチャーは、ヒートキャリアとともに分離機へ供給
され、気体である熱分解ガスはヒートキャリアに対して向流接触しながら改質器へ上昇供
給される。
【０００５】
　改質器には反応媒体としての水蒸気が供給されており、熱分解ガスがヒートキャリアに
より加熱される条件下でこの水蒸気と混合接触すること及び９５０℃前後の高温環境下に
あることにより、５５０℃前後で発生する熱分解ガスよりもはるかに水素含有濃度が高く
、従って生成量も増大する。
【０００６】
　改質器で発生したガスは、改質器の上部に設けられた改質ガス排出口を介してガス処理
・利用設備に送出される。
【０００７】
　一方、分離機では、熱分解器から供給される混合物がチャーとヒートキャリアとに分離
される。分離されたチャーは熱風炉等の熱風生成装置に供給され、ヒートキャリアは移送
装置により予熱器に戻される。
【０００８】
　熱風生成装置では、チャーの燃焼により熱風（高温排ガス）が生成される。この熱風は
予熱器に供給され、予熱器内を堆積状態で通過するヒートキャリア間に通され、ヒートキ
ャリアと直接接触することによりヒートキャリアが加熱される。また、熱風生成装置では
チャーの燃焼により灰が生成される。この灰は、大部分は熱風生成装置内で回収・除去さ
れるが、一部は予熱器に供給され、予熱器の排気経路に設けられたサイクロン等の分離手
段で取り除かれる。
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【０００９】
　定常運転においては、ヒートキャリアは、予熱器において、熱風により約１０００℃に
昇温され、熱分解では５５０℃付近の熱、改質器では９５０℃付近の熱を放出して、温度
帯の異なる２つの吸熱反応を誘発する。
【００１０】
　図１６は、気温状態からのシステムの立上げ（コールドスタート）における各器の温度
変化を示している。コールドスタートにおいては、関係機器の起動操作を経て、システム
全体が気温レベルの温度となっている状態から、まず熱風生成装置において補助燃料を燃
焼させて熱風を生成し、熱風温度を徐々に上げ、最終的に約１０５０℃の熱風を予熱器に
導いてヒートキャリアを気温レベルの温度から加熱・昇温していく。システムは、停止し
ている間に、気温状態まで冷めた状態にあり、また、雨水の浸入や炉内結露等により炉内
が湿っている場合もある。予熱器内のヒートキャリアが十分に加熱された時点、例えば予
熱器から出て行く排ガス（予熱器排ガス）がおよそ２００℃を超えた時点から、ヒートキ
ャリアの循環も開始され、予熱器の下に設置された改質器に落とされる。同時に、改質器
にあった冷えたヒートキャリアもその下に設けられた熱分解器に落とされ、さらに、熱分
解器のヒートキャリアも排出が始まって、システム全体のヒートキャリアが循環を始める
。このように、予熱器で昇温されたヒートキャリアは、循環に伴って、改質器、熱分解器
、分離機、移送装置（バケットコンベア）など、循環経路に熱を供給し、システム全体を
昇温していく。昇温過程では、システム内に水分があると、水分が蒸発するまで１００℃
で暫く温度上昇が停滞することもあるが、蒸発が終わると再び上昇に転じ、熱分解器の温
度が定常運転温度（６００度程度）に達した時点から原料の供給を開始してその熱分解（
吸熱反応）で熱分解器の機器制限温度を超える過剰な温度上昇を抑制しつつ、改質器が定
常運転温度（９５０度程度）に到達するのを待つ。
【００１１】
　ヒートキャリアは、予め予熱器、改質器、熱分解器、分離機、バケットコンベアなどに
適正な量が詰め込まれており、予め設定された循環量となるように循環される。例えば、
予熱器と熱分解器に設けたヒートキャリアのレベル計からの信号により、予熱器と熱分解
器のヒートキャリアの堆積レベルが一定の範囲に納まるように一部のセグメントバルブ開
閉が管理され、原料投入時に熱分解器で発生するチャーによる熱分解器からの排出量の増
大化時の排出量の微調整はこのレベル計信号に基づいて行われる。
【００１２】
　ヒートキャリア循環型システムの場合、ヒートキャリアの循環量は、改質器と熱分解器
の間に設けられたセグメントバルブの開閉頻度（時間間隔）を操作することにより調節が
可能である。ヒートキャリアは、システム内を循環しながら、昇温・放熱を繰り返すこと
となるが、この１サイクルは、ヒートキャリア総量を時間当たりの循環量で割ることで得
られ、通常の場合では、１２～８時間がサイクルタイムとしてある。例えば、ヒートキャ
リアの全体量が約４．７トンの場合、熱媒体の循環速度は４００～６００ｋｇ／ｈ程度と
なる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】特許４２６４５２５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　しかしながら、このようなヒートキャリア循環型システムは、改質器及び熱分解器をそ
れぞれ異なる定常運転温度に導くのが容易ではなく、システムを定常運転温度まで高速に
昇温できないという問題点を有していた。
【００１５】
　例えば、ヒートキャリアの全体量が約４．７トン、ヒートキャリアの循環速度が４００
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～６００ｋｇ／ｈ程度のヒートキャリア循環型システムにおいては、システム温度が気温
程度（例えば改質器２５℃、熱分解器２５℃）まで低下した状態から熱分解ガスの水蒸気
改質まで可能な温度、即ち改質器を９５０℃、熱分解器を有機物の熱分解が可能な５５０
℃の水準まで昇温するためには、機器からの放熱もあって、凡そヒートキャリアを７サイ
クル以上、日数にして３～４日、時にはそれ以上循環させる必要がある。
【００１６】
このように、システムを熱分解ガスの水蒸気改質まで可能な温度にするのに要する時間が
長いと、稼動日の朝にシステムを起動して、その日の夕方には運転を停止する、というデ
イリースタート・デイリーストップ（ＤＳＳと略される。）は不可能である。昇温時間が
長い、という問題点だけであれば、システムを停止せずに２４時間連続運転を行うことに
より解決できるが、例えばヒートキャリア循環型システムで生成したガスを用いて発電を
行い、売電を行う場合は、電気買取価格が低く人件費が高い夜間の収益が極端に低下する
場合等、２４時間連続運転が適さない場合もある。
【００１７】
　また、週末に操業を休む場合、改めて月曜日からシステムの昇温に入るのでは、昇温に
時間がかかり過ぎて、その日のガス製造や発電ができなくなってしまう。
【００１８】
　さらに、別の問題として、システムの昇温過程、原料の過剰供給により反応器の温度が
極端に低下した場合、反応器の温度を規定の温度に戻そうとしても、直ぐに戻すことがで
きず、不経済な運転を強いられることも問題である。
【００１９】
　そこで、本発明の主たる課題は、ヒートキャリア循環型の有機物質のガス化システムに
おける高速昇温方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　上記課題を解決した本発明は、次記のとおりである。
　＜請求項１記載の発明＞
　熱を運ぶための多数のヒートキャリアと、このヒートキャリアを加熱するための予熱器
と、熱分解ガスの水蒸気改質を行うための改質器と、有機物質原料を熱分解するための熱
分解器と、熱風を生成する熱風生成装置とを備え、
　前記ヒートキャリアを、前記予熱器、改質器、及び熱分解器の順に通した後、移送装置
により再び予熱器に戻して循環させるとともに、前記熱分解器内に有機物質原料を供給し
、前記改質器内に対して直接又は間接的に水蒸気を供給し、
　前記熱分解器内では、前記有機物質原料を、加熱されたヒートキャリアと接触させるこ
とによりチャーと熱分解ガスとに熱分解し、熱分解ガスはヒートキャリアに対して向流接
触しながら改質器へ供給し、
　前記改質器では、前記熱分解ガスを前記ヒートキャリアにより加熱しつつ前記水蒸気と
接触させることにより水素含有濃度を向上させたガスを生成し、
　前記熱風生成装置では、熱風を生成して予熱器に供給し、
　前記予熱器では、前記熱風生成装置から供給される熱風を、前記予熱器内を堆積状態で
通過するヒートキャリア間に通して、ヒートキャリアと直接接触することによりヒートキ
ャリアを加熱する、
　ように構成した有機物質のガス化システムにおける高速昇温方法であって；
　前記熱分解器に対する前記有機物質原料の供給、及び前記ヒートキャリアの循環をそれ
ぞれ停止した状態で、前記熱風生成装置から前記予熱器へ熱風供給する、予熱器昇温運転
を行い、
　前記予熱器内の温度が所定の予熱器定常運転温度に達した後に、前記有機物質原料の供
給停止状態及び前記熱風供給状態を継続しつつ、前記ヒートキャリアの循環を行う急加熱
運転を、前記改質器内の温度及び熱分解器内の温度が所定の改質器定常運転温度及び熱分
解器定常運転温度にそれぞれ達するまで行う、
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　ことを特徴とする有機物質のガス化システムにおける高速昇温方法。
【００２１】
　（作用効果）
　このように、ヒートキャリアの循環及び原料供給を停止した状態で、予熱器内の温度を
定常運転温度まで昇温した後、原料供給を開始せずに、ヒートキャリアの循環を開始する
と、各器の定常運転温度の大小関係と加熱順番との関係の影響もあり、図１５に示すよう
に、熱分解器が機器制限温度を超えることもなく、改質器及び熱分解器の温度が円滑に定
常運転温度に導かれる。そして、改質器及び熱分解器が定常運転温度に達してから原料供
給を開始しても、ガス化不可能となるような温度低下は防ぐことができる。しかも、この
効果は、後述するコールドスタートだけでなく、ホットスタートの場合でも発揮される。
よって、本発明によれば、システムをガス化可能な温度まで高速に昇温できるようになる
。
　これに対して、ヒートキャリアの循環及び原料供給を行いつつシステム全体の昇温を開
始すると、ヒートキャリアが熱分解器を経て予熱器に戻る頃には低温になり過ぎ、熱分解
器の定常運転温度が最も低いこともあって、図１６に実線で、また図１５に二点鎖線で示
すように、熱分解器は定常運転温度に達していながら改質器は定常運転温度に達せず、ガ
ス化不可能という中途半端な状態が続いてしまう。つまり、これが、ヒートキャリア循環
型システムにおける昇温長期化の主要因である。
【００２２】
　＜請求項２記載の発明＞
　前記予熱器定常運転温度は１０００℃以上であり、前記改質器定常運転温度は９５０℃
以上であり、前記熱分解器定常運転温度は５５０℃以上である、請求項１記載の有機物質
のガス化システムにおける高速昇温方法。
【００２３】
　（作用効果）
　各器の定常運転温度は上記範囲とするのが好ましい。
【００２４】
　＜請求項３記載の発明＞
　予熱器、改質器及び熱分解器を気温状態からそれぞれ予熱器定常運転温度、改質器定常
運転温度及び熱分解器定常運転温度まで昇温する、コールドスタートに際し、
　前記有機物質原料の供給及び前記ヒートキャリアの循環を行わずに、前記予熱器に対し
て熱風の供給を開始し、前記予熱器内温度が所定温度を超えた後に前記熱風供給を継続し
たまま前記ヒートキャリアの循環を開始し、
　このヒートキャリアの循環により前記熱分解器内温度が熱分解器定常運転温度に到達し
た後に、前記予熱器昇温運転を開始し、
　この予熱器昇温運転により、前記予熱器内の温度が所定の予熱器定常運転温度に達した
後に、前記改質器内の温度及び熱分解器内の温度が所定の改質器定常運転温度及び熱分解
器定常運転温度にそれぞれ達するまで前記急加熱運転を行い、しかる後に前記有機物質原
料の供給を開始する、請求項１又は２記載の有機物質のガス化システムにおける高速昇温
方法。
【００２５】
　（作用効果）
　前述したとおり、従来のコールドスタートでは、水蒸気改質の出来る状態、すなわち改
質器内温度が９５０℃に到達するには３～４日間、低気温、強風下などの悪条件下ではそ
れ以上の継続運転を必要とする。これに対して、本発明のコールドスタートでは、熱分解
器が定常運転温度に達するまでは従来同様に昇温を行うが、その後に予熱器昇温運転及び
急加熱運転を介在させることにより加熱効率が改善され、各器の温度が円滑且つ高速に定
常運転温度に到達するようになる。
【００２６】
　＜請求項４記載の発明＞
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　前記予熱器内の温度、前記改質器内の温度、及び前記熱分解器内の温度が、前記予熱器
定常運転温度、前記改質器定常運転温度、及び前記熱分解器定常運転温度にそれぞれ達し
ている状態で、前記予熱器に対する熱風の供給、前記ヒートキャリアの循環、及び前記有
機物質原料の供給を行う定常運転から、
　前記有機物質原料の供給を停止した状態で、前記予熱器に対する供給熱量の増減及び前
記ヒートキャリアの循環速度の増減の少なくとも一方を行い、予熱器に対する熱風供給量
及び供給熱風温度のうち少なくとも一方を低減し、且つ前記予熱器内の温度を前記予熱器
定常運転温度よりも低く且つ所定の下限温度以上、前記熱分解器内の温度を前記熱分解器
定常運転温度よりも低く且つ所定の下限温度以上、及び前記改質器内の温度を前記改質器
定常運転温度よりも低く且つ所定の下限温度以上にそれぞれ保持する、保温運転に移行し
た後、
　この保温運転から前記予熱器昇温運転に移行し、前記予熱器内の温度が所定の予熱器定
常運転温度に達した後に、前記改質器内の温度及び熱分解器内の温度が所定の改質器定常
運転温度及び熱分解器定常運転温度にそれぞれ達するまで前記急加熱運転を行い、しかる
後に前記有機物質原料の供給を再開する、ホットスタートを行う、請求項１又は２記載の
有機物質のガス化システムにおける高速昇温方法。
【００２７】
　（作用効果）
　前述したとおり、ガス化システムを運用していく上では一時的に操業を停止する方が望
ましい場合もある。例としては、生成ガスを用いて発電を行い、売電を行うにあたり、電
気買取価格が低く人件費が高い夜間の収益が極端に低下する場合や、週末、連休に操業を
休む場合である。このような一時的な操業停止において、システムをある程度まで冷却し
てしまうと、システムを再びガス化可能な状態まで昇温するのには長時間を要する。
　例えば、本システムが、連休前に原料供給を停止し、数日後の連休明けから原料供給を
開始する場合、一旦熱風送風まで停止するシステム全停止の状態にすると、熱分解器の内
部温度は気温が２℃から４℃の冬季の計測では２４時間で５００℃から１００℃に冷却す
る。予熱器など最も熱が残る部分でも、５日から６日でほぼ気温程度まで冷却する。一旦
システムが気温程度まで冷却してしまうと、コールドスタートの昇温となるため、その昇
温には長時間を要し、連休明けから昇温に入っても直ぐにはガス化を開始することはでき
ないこととなる。
　そこで、システムを一時的に停止する場合、上述のように保温運転を行うことによりシ
ステムを一定温度以上に保ち、その後に本発明の予熱器昇温運転及び急加熱運転を経て原
料供給を再開するというホットスタートを採用することにより、エネルギー消費を抑えつ
つシステムの再開を速やかに行うことができるようになる。
　なお、上述の保温運転と次述の待機運転との相違点は、主に保とうとするシステム温度
の違いであり、保温運転は、効率的なホットスタート昇温を行うために必要な下限温度に
維持する運転であり、待機運転は、何時でも原料供給できる定常運転温度状態、すなわち
高温に保つ運転である。待機運転及び保温運転は、共に原料供給を停止した状態でシステ
ムの温度を保つものであり、高温に保つほどエネルギー消費が大きくなるため、数日間の
休業の際には、次述の待機運転ではなく、上述の保温運転を採用する方が合理的である。
【００２８】
　＜請求項５記載の発明＞
　前記予熱器内の温度、前記改質器内の温度、及び前記熱分解器内の温度が、前記予熱器
定常運転温度、前記改質器定常運転温度、及び前記熱分解器定常運転温度にそれぞれ達し
ており、且つ前記原料供給を停止している状態から、前記原料供給を開始するまでの間、
（い）前記ヒートキャリアの循環の一時的又は連続的な停止、
（ろ）前記ヒートキャリアの循環の一時的又は連続的な実行、並びに
（は）前記予熱器に対する熱風供給量及び供給熱風温度のうち少なくとも一方の増減、
　の少なくとも一つの操作により、前記予熱器内の温度、前記改質器内の温度、及び前記
熱分解器内の温度を、前記予熱器定常運転温度、前記改質器定常運転温度、及び前記熱分
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解器定常運転温度にそれぞれ維持する、待機運転を行う、請求項１～４のいずれか１項に
記載のガス化システムにおける高速昇温方法。
【００２９】
　（作用効果）
　例えば、本ガス化システムを運用していく上では、原料供給を行わない状態でシステム
温度を定常運転温度に保つことが望ましい場合がある。例えば、急加熱運転によりシステ
ムの各機器は定常運転温度に達したが、原料供給開始までにしばし原料供給を始められな
い時間がある場合、或いはＤＳＳにおける夜間の原料供給停止時に、翌日の原料供給再開
に向けシステム温度を定常運転温度状態に保つ場合がそれである。このような場合、上述
の待機運転を行うことにより、何時でも原料供給可能な温度状態を保つことができる。よ
り詳細には、（い）の操作によって各機器の温度を放熱により下げることができ、（ろ）
の操作によって各機器の温度を熱供給により上げることができ、（は）の操作によってヒ
ートキャリアの加熱の程度を変化させることができる。
【００３０】
　＜請求項６記載の発明＞
　前記予熱器内の温度、前記改質器内の温度、及び前記熱分解器内の温度が、前記予熱器
定常運転温度、前記改質器定常運転温度、及び前記熱分解器定常運転温度にそれぞれ達し
ている状態で、前記熱風の供給、前記ヒートキャリアの循環、及び前記有機物質原料の供
給を行う定常運転中に、前記熱分解器内温度が前記熱分解器定常運転温度未満となったと
き、
　前記予熱器昇温運転を行い、前記予熱器内の温度が所定の予熱器定常運転温度に達した
後に、前記改質器内の温度及び熱分解器内の温度が所定の改質器定常運転温度及び熱分解
器定常運転温度にそれぞれ達するまで前記急加熱運転を行う、リセット操作を実行し、こ
のリセット操作後に、リセット操作前よりも少ない供給量で前記有機物質原料の供給を再
開する、
　請求項１～５のいずれか１項に記載の有機物質のガス化システムにおける高速昇温方法
。
【００３１】
（作用効果）
　本システムは、ヒートキャリアをシステム内で循環させ、予熱器での蓄熱と改質器と熱
分解器での放熱を利用して、熱分解器の中での有機物質の熱分解と改質器の中での水蒸気
改質を行うシステムであるが、熱分解器に原料が供給され過ぎると、吸熱反応と水分の蒸
発等により、熱分解器内でヒートキャリアの温度低下が起こり、この温度低下が許容範囲
を超えると、ヒートキャリア温度が循環の度に下がる温度低下スパイラルに入る。例えば
、通常の場合、熱分解器内のヒートキャリア温度として許容できる下限温度はおよそ５０
０℃であり、この温度を下回ると、予熱器に戻る時には４００℃以下となり、予熱器での
昇温の限界もあって、温度低下スパイラルという悪循環に陥り、ヒートキャリアを定常運
転温度に戻せなくなる。これに対して、上述のリセット操作を行うと、温度低下の悪循環
から抜け出すことができる。
【００３２】
　＜請求項７記載の発明＞
　前記予熱器内温度が前記予熱器定常運転温度に達し、前記予熱器の排ガス温度が機器制
限温度を超えたとき、次の、
　（イ）前記ヒートキャリアの循環が停止しているとき、一時的に、前記ヒートキャリア
の循環を開始する、
　（ロ）一時的又は連続的に、前記予熱器に対する熱風供給量及び供給熱風温度のうち、
供給熱風温度は維持したまま熱風供給量を減少させる、
　（ハ）一時的に、前記予熱器への熱風供給を停止する、
　（ニ）一時的に、予熱器に対して冷却用空気を送風する、
　の少なくとも一つの過熱抑制操作を実行する、
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　請求項１～６のいずれか１項に記載の有機物質のガス化システムにおける高速昇温方法
。
【００３３】
　（作用効果）
　予熱器昇温運転中、急加熱運転中、又は待機運転中等に、予熱器内温度が予熱器定常運
転温度に達し、さらに温度が上昇して予熱器の排ガス温度が機器制限温度を超えるおそれ
があるが、そのときは、上記（イ）～（ニ）の少なくとも一つの過熱抑制操作を実行する
ことにより、予熱器の温度低下を抑えつつ、運転継続による予熱器の過熱を防止できるよ
うになる。なお、一時的とは断続的を含む意味である（以下同じ）。例えば、一時的又は
連続的に（イ）のヒートキャリアの循環を再開し、それでも予熱器内温度が下がらないと
きには、予熱器に対する供給熱風温度は維持したまま熱風供給量を減少させる（ロ）～（
ハ）の操作を行うことによって、予熱器昇温運転等の継続による予熱器の過熱を防止でき
るのであるが、それでもなお、予熱器の昇温を抑えられない場合もありうる。よって、そ
のような場合には、上述の（二）のような予熱器冷却行程を行うのが好ましい。
【００３４】
　＜請求項８記載の発明＞
　前記急加熱運転における前記ヒートキャリアの循環開始と同時又はその直前もしくは直
後に、前記予熱器に対する熱風供給量及び供給熱風温度の少なくとも一方を増加する、請
求項１～７のいずれか１項に記載の有機物質のガス化システムにおける高速昇温方法。
【００３５】
　（作用効果）
　急加熱運転においてヒートキャリアの循環を開始すると、予熱器の温度が低下し過ぎる
おそれがあるため、このように、ヒートキャリアの循環開始と同時又はその直前もしくは
直後に、予熱器に対する熱風供給量及び供給熱風温度の少なくとも一方を増加し、予熱器
の温度低下を防止するのが好ましい。
【００３６】
　＜請求項９記載の発明＞
　システムを停止するにあたり、前記熱分解器に対する前記有機物質原料の供給を停止し
た状態で、前記ヒートキャリアの循環及び前記予熱器への熱風供給を継続する、後処理運
転を所定時間を行い、しかる後に、前記ヒートキャリアの循環及び前記予熱器への熱風供
給をそれぞれ停止する、請求項１～８のいずれか１項に記載の有機物質のガス化システム
における高速昇温方法。
【００３７】
　（作用効果）
　システムを停止する際、直ちにヒートキャリアの循環をも停止してしまうと、熱分解器
に滴下するタールの固化により多数のヒートキャリアが塊状に固まり、次のシステム開始
の際にヒートキャリアの循環阻害をもたらすことがある。これに対して、上述のように後
処理運転を行うと、熱分解器においてタールが滴下しても熱風により加熱されたヒートキ
ャリアが循環しているため、塊状に固化するといった事態は発生し難くなる。
【発明の効果】
【００３８】
　以上のとおり、本発明によれば、ヒートキャリア循環型の有機物質のガス化システムに
おいて、システムをガス化可能な温度まで高速に昇温できるようになる、等の利点がもた
らされる。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】ガス化システムのフロー図である。
【図２】予熱器の縦断面図である。
【図３】図１のＡ－Ａ断面図及びＢ－Ｂ断面図である。
【図４】改質器の縦断面図である。
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【図５】図４のＣ－Ｃ断面図及びＤ－Ｄ断面図である。
【図６】熱分解器の縦断面図である。
【図７】図６のＥ－Ｅ断面図である。
【図８】分離機の概略図である。
【図９】傘状スクリーンの概略図である。
【図１０】分離機の概略図である。
【図１１】予熱器の縦断面図である。
【図１２】図１１のＦ－Ｆ断面図である。
【図１３】予熱器の破断斜視図である。
【図１４】予熱器の温度変化例を概略的に示すグラフである。
【図１５】コールドスタートにおける各器の温度変化例を概略的に示すグラフである。
【図１６】従来のコールドスタートにおける各器の温度変化例を概略的に示すグラフであ
る。
【発明を実施するための形態】
【００４０】
　以下、本発明の一実施形態について添付図面を参照しながら詳説する。
　本発明に係るガス化システムは、例えば図１に示される機器構成で実施することができ
る。すなわち、図１に示されるガス化システムは、上から順に、予熱器２、改質器３、熱
分解器４、及び分離機５を直列に備えており、熱を運ぶための多数のヒートキャリア（熱
担持媒体）が、予熱器２で加熱されてから改質器３、熱分解器４及び分離機５の順に通さ
れた後、バケットコンベア等の移送装置６により再び予熱器２に戻されるように構成され
ているものである。
【００４１】
　ヒートキャリアとしては、粒径５～２０ｍｍ程度、好ましくは粒径８～１２ｍｍ程度の
粒状物を用いることができ、特に球状のものが好適である。また、ヒートキャリアの素材
としては、アルミナ等のように硬質で熱容量の大きなものが好適である。なお、粒径とは
、JIS Z 8801－1「試験用ふるい－第 1 部：金属製網ふるい」に規定されるふるいを用い
、JIS A 1102 「骨材のふるい分け試験方法」に準じて測定される、ふるい分け法による
粒径（ふるいの目開き）を意味する（以下同じ）。
【００４２】
　有機物質原料は原料ホッパ１７に貯留されており、スクリューコンベア１４やロータリ
ーフィーダ等の適宜の定量供給装置により切り出され、例えば改質器３と熱分解器４とを
繋ぐ供給管路３ｘを介して、熱分解器４の上部供給口へ連続的に定量供給される。この供
給管路３ｘにはバルブ３ｂが設けられており、ヒートキャリア等の固形分の通過を停止さ
せる等の制御が可能になっている。ヒートキャリアの循環中は、このバルブ３ｂが所定の
間隔で開閉を繰り返し、ヒートキャリア等の固形分が断続的に定量通過するようになって
いる。
【００４３】
　有機物質原料としては、間伐材や剪定枝等の木質バイオマスが好適であるが、プラスチ
ック等他の廃棄物等を用いることもできる。廃ラスチックの例としては、塩化ビニル、ポ
リウレタン、メタクリル樹脂、ポリスチレン、ポリプロピレン、ポリエチレン等を挙げる
ことができる。有機物質原料の形状は特に限定されないが、φ１～５０ｍｍ程度、Ｌ＝１
～１５０ｍｍ程度、特にヒートキャリアの粒径の１．６倍以下程度の粒径に破砕、切削、
ペレット化したものを好適に用いることができる。
【００４４】
　熱分解器４内に供給された有機物質は、予熱器２から改質器３を経て供給された、加熱
されたヒートキャリアと混合状態で接触することにより、吸熱反応を起こし、チャー（固
体の炭素含有残留物）と熱分解ガス（揮発性相）とに分離される。熱分解器４内の温度は
適宜定めることができるが、５００～６００℃程度にするのが好ましい。熱分解生成物の
うち、固形分であるチャーは、ヒートキャリアとともに供給管路４ｘを介して分離機５へ
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供給され、気体である熱分解ガスはヒートキャリアに対して向流接触しながら改質器３へ
上昇供給される。この供給管路４ｘにはバルブ４ｂが設けられるとともに、その下流側に
ダンパ４ｄが二段に設けられており、前者によりヒートキャリア等の固形分の通過を停止
させる等の制御が可能になっており、後者により気体分の通過を停止させる等の制御が可
能になっている。ヒートキャリアの循環中は、このバルブ４ｂが所定の間隔で開閉を繰り
返すとともに、上下のダンパ４ｄが開閉動作を反対に行うことにより、気体の通過を遮断
しつつ、ヒートキャリア等の固形分が断続的に定量通過するようになっている。
【００４５】
　改質器３に対しては反応媒体としての水蒸気が供給されており、熱分解ガスがヒートキ
ャリアにより加熱されつつ水蒸気と混合接触することにより、次式の改質反応が起こり、
水素含有濃度の高いガスが発生する。改質器３内の温度は適宜定めることができるが、改
質を十分かつ確実に行うために９５０℃以上とするのが好ましい。
　　　　ＣnＨm　＋　ｎＨ2Ｏ　→　ｎＣＯ　＋　（ｍ／２＋ｎ）Ｈ2　　…（１）
　　　　ＣＯ　＋　Ｈ2Ｏ　→　Ｈ2　＋　ＣＯ2　　　　 　　　　　　　…（２）
【００４６】
　水蒸気は適宜の方法で供給することができるが、図示例では、貯水タンク１９の水を給
水ポンプ１９ｐにより汲みだし、廃熱ボイラ（間接接触式熱交換器）７において、改質器
３から別途供給される生成ガスの熱を利用して蒸気とした後、改質器３の下部から供給す
るようにしている。また、改質器３への水蒸気供給とともに又はこれに代えて、改質器３
における改質反応に利用する水蒸気を図示するように熱分解器４を介して間接的に供給す
ることもできる。
【００４７】
　一方、分離機５では、熱分解器４から供給される混合物がチャーとヒートキャリアとに
分離される。分離されたチャーはスクリューコンベア等の移送装置１ｉにより熱風炉等の
熱風生成装置１に供給され、ヒートキャリアは移送装置６により予熱器２に戻される。移
送装置６から予熱器２への供給管路６ｘにはバルブ６ｂが設けられるとともに、その下流
側にダンパ６ｄが二段に設けられており、前者によりヒートキャリア等の固形分の通過を
停止させる等の制御が可能になっており、後者により気体分の通過を停止させる等の制御
が可能になっている。ヒートキャリアの循環中は、このバルブ６ｂが所定の間隔で開閉を
繰り返すとともに、上下のダンパ６ｄが開閉動作を反対に行うことにより、気体の通過を
遮断しつつ、ヒートキャリア等の固形分が断続的に定量通過するようになっている。
【００４８】
　熱風生成装置１はバーナーを備えており、このバーナーを介して炉内に空気が供給され
ることによりチャーが燃焼し、熱風（高温排ガス）が生成される。熱風生成装置の運転に
おいては、ＬＰＧ等の気体補助燃料やＢＤＦ等の液体燃料を、連続的に又は運転開始時等
の必要時にバーナーに供給し、燃焼させることができる。熱風生成装置１で生成された熱
風は予熱器２に供給される。また、熱風生成装置１でチャーの燃焼により生成される灰は
、熱風生成装置１内で回収され、灰貯留部１ｐに排出される。
【００４９】
　予熱器２では、熱風生成装置１から供給される熱風が、予熱器２内を堆積状態で通過す
るヒートキャリア間に通され、ヒートキャリアと直接接触することによりヒートキャリア
が加熱される。予熱器２で加熱されたヒートキャリアは、供給管路２ｘを介して改質器３
に供給される。この供給管路２ｘにはバルブ２ｂが設けられるとともに、その下流側にダ
ンパ２ｄが二段に設けられており、前者によりヒートキャリア等の固形分の通過を停止さ
せる等の制御が可能になっており、後者により気体分の通過を停止させる等の制御が可能
になっている。ヒートキャリアの循環中は、このバルブ２ｂが所定の間隔で開閉を繰り返
すとともに、上下のダンパ２ｄが開閉動作を反対に行うことにより、気体の通過を遮断し
つつ、ヒートキャリア等の固形分が断続的に定量通過するようになっている。
【００５０】
　予熱器２でヒートキャリアの加熱利用された熱風は、誘引送風機１５により予熱器２か
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ら排気され、サイクロン等の分離手段８を介して排気に混入する灰・ダスト（灰以外の粉
粒体）Ｄを取り除かれた後、好適には空気加熱器（（間接接触式熱交換器））９において
熱風生成装置１へ供給する空気の加熱に利用した後、大気に放出される。なお、空気加熱
器９における予熱に先立って、予熱器（間接接触式の熱交換器）９ｉを利用して水蒸気（
前述の方法により製造し、供給できる）と熱交換し、予熱しておくとより好ましい。
【００５１】
　改質器３で生成された水素高含有の生成ガスは、図示例では、誘引送風機１１により改
質器３からガス処理・利用設備に送出され、廃熱ボイラ７で２５０℃程度まで冷却され、
続いて湿式スクラバー１０に供給されてタールが除去されるとともに４０℃程度まで冷却
された後、ガスホルダ１２に貯留されるようになっている。なお、図示例の湿式スクラバ
ー１０は、上部から散水した洗浄水を下部から排出し、冷却器（間接接触式の熱交換器）
１０ｃで冷却した後、再度上部から散水するものであり、符号１０ｐは洗浄水循環ポンプ
を示しており、符号１０ｄは冷却器に対する冷却水の循環を行う冷却水循環ポンプを示し
ており、符号１０ｔは冷却水を外気により冷却する冷却塔を示しており、符号１８は洗浄
水を排水処理する排水処理装置を示している。
【００５２】
　生成されるガスの利用形態は特に限定されるものではないが、図示するように、ガスエ
ンジン発電機１３を用いて電力に変換するのも一つの好ましい形態である。また、生成ガ
スの一部を、熱風生成装置１の補助燃料として使用するのも好ましい形態である。
【００５３】
　他方、ヒートキャリアの循環サイクルは、各器間に設けられたセグメントバルブ２ｂ，
３ｂ，４ｂ，６ｂの開閉頻度（間隔）のうち、セグメントバルブ３ｂの開閉頻度を操作す
ることにより調節が可能であり、通常の場合、１２～８時間がサイクルタイムとして適切
である。この１サイクルは、ヒートキャリア総量を時間当たりの循環量で割ることで求め
ることができる。その他のセグメントバルブ２ｂ，４ｂ，６ｂは、予熱器２と熱分解器４
に設置されたヒートキャリアのレベル計によりヒートキャリアの堆積高が測定され、レベ
ルが高い場合には開閉頻度を早め、レベルが低い場合は遅くする自動調整がなされ、予熱
器２と熱分解器４のヒートキャリアの堆積高さが一定の範囲に保たれる。
【００５４】
　（予熱器）
　予熱器２は特に限定されないが、例えば図２及び図３に示されるような灰除去手段を有
するものが好適である。すなわち、図２及び図３に示される予熱器２は、上下方向に沿う
円筒状の上側ヒートキャリア通路２０と、この上側ヒートキャリア通路２０の下方に連続
する漏斗状（逆さ裁頭円錐台状。下側に向かうにつれて径が小さくなる形状であればよい
。）の下側ヒートキャリア通路２１とを有し、上側ヒートキャリア通路２０上面の中央部
に供給口２０ｉ、下側ヒートキャリア通路２１下端に排出口２１ｘ、上側ヒートキャリア
通路２０の側面に排気口２０ｘ及び下側ヒートキャリア通路２１の側面に熱風吹き出し口
２２ｎをそれぞれ有しているものである。
【００５５】
　図示例では、下側ヒートキャリア通路２１は、パンチングメタル等のように多数の透過
孔２２ｎが全面に形成された漏斗状部材２２により形成されており、この漏斗状部材２２
の外側を取り囲むように環状スペース２３が形成され、この環状スペース２３の側面に外
部からの熱風供給口２４が連通されており、漏斗状部材２２の透過孔２２ｎが熱風吹き出
し口となり、環状スペース２３が熱風吹き出し口２２ｎの全てに連通する分配供給路とな
る。漏斗状部材２２はニッケル合金等の耐熱金属又はアルミナセラミックス等の耐熱セラ
ミックスにより、また、上側ヒートキャリア通路２０及び環状スペース２３の周壁はアル
ミナセラミックス等の耐熱セラミクス材により形成することができ、予熱器２の外面は鉄
皮により形成することができる。
【００５６】
　予熱器２では、上側及び下側ヒートキャリア通路２０，２１において、ヒートキャリア
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がある程度の堆積状態を維持しながら下降し、下側ヒートキャリア通路２１を通過する過
程で各熱風吹き出し口２２ｎから、つまり周方向の複数個所から吹き出される熱風と接触
して加熱される。このように、下側ヒートキャリア通路２１を通るヒートキャリア群に対
して、周方向の複数個所から熱風が供給されると、ヒートキャリアの通過数が下側ヒート
キャリア通路２１の径の減少に伴って減少することも相まって、熱風生成装置１からの新
鮮な熱風がより多くのヒートキャリアに対して直接又はそれに近い状態で接触されるため
、ヒートキャリアの加熱効率に優れるようになる。
【００５７】
　そして特徴的には、漏斗状部材２２の透過孔２２ｎの寸法は、灰・ダストＤは通過する
がヒートキャリアは通過しないように設定されるとともに、分配供給路である環状スペー
ス２３から外部に連通する灰・ダストの抜出口２５が形成されている。漏斗状部材２２の
透過孔２２ｎの形状は、図示例のような円状の他、楕円状、三角形状等、適宜の形状とす
ることができる。透過孔２２ｎの寸法は、ヒートキャリアの寸法に応じて適宜定めること
ができ、例えば、透過孔２２ｎの直径（円孔の場合は直径を意味し、その他の形状（楕円
孔等）の場合は短径（直径のうち最も短いものを意味する）が、ヒートキャリアの粒径未
満、特に７０％以下とすることができる。また、灰・ダストの抜出口２５の下端は環状ス
ペース２３の下端に合わせるのが好ましい。さらに、抜出口２５は環状スペース２３の側
面から水平方向ないし下降気味に延在しているのが好ましい。
【００５８】
　このような抜出口２５を有することにより、予熱器２内に堆積する灰・ダストＤを抜出
口２５を介して除去し、熱風吹き出し口２２ｎ及び分配供給路２３の閉塞を防止できるよ
うになる。よって、予熱器２におけるヒートキャリアの加熱効率の経時的低下を防止でき
、生成ガスの水素濃度が低下するといった事態を防止できるようになる。
【００５９】
　なお、抜出口２５からの灰・ダストＤの取り出しは、灰掻き等の機械的手段により行っ
てもよいが、作業が煩雑となるため、図示例のように、分配供給路２３に連通する吹き込
み口２６を設け、ここから圧縮空気（圧縮空気に代えて不活性ガスを用いても良い。以下
同じ。）を吹き込み、灰・ダストＤを圧縮空気に乗せて抜出口２５から排出するように構
成すると、炉内温度に関係なく灰・ダストＤの抜出を実行でき、また自動的に定期実行す
ることもできるため好ましい。吹き込み口２６の数、位置及び吹き込み方向は適宜定める
ことができるが、図示例のように、環状の分配供給路２３における抜出口２５に対して反
対側の位置の側面に設けるのが好ましい。特に、吹き込み口２６を周方向に複数（図示例
では２つ）並設し、図中に矢印で示すように、一方の吹き込み口２６からの圧縮空気を環
状の分配供給路２３の一方側から、また、他方の吹き込み口２６からの圧縮空気を環状の
分配供給路２３の他方側から、それぞれ抜出口２５に向けて回りこませるようにすると、
分配供給路２３内の灰・ダストＤを円滑に抜出口２５へ送り出すことができるため好まし
い。予熱器２における圧縮空気による灰の排出はガス化運転を行っていないときに実施す
る他、ガス化運転中にも実施できる。圧縮空気による灰の排出を行う場合は、予熱器２内
温度を低下させないために、供給する圧縮空気を、例えば熱風生成装置１への供給空気と
同様の廃熱との熱交換等、適宜の加熱手段により予め改質器３内温度又は近傍まで加熱し
てから供給することができる。
【００６０】
　（改質器）
　灰はヒートキャリアに伴って予熱器２、改質器３、熱分解器４の順に移動する過程で、
改質器３内や改質器３と熱分解器４との間の経路（例えば、バルブ等）にも蓄積し、ヒー
トキャリアの循環阻害や、改質器３と熱分解器４との間の経路の閉塞による熱分解器４内
圧の異常上昇等の問題を発生させる。この問題は、前述の予熱器２における灰の除去によ
って軽減されるが、さらに改質器３においても灰除去手段を設けると、より好ましい。
【００６１】
　図４及び図５は、予熱器２と同様の灰除去手段を有する改質器３の一例を示している。
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すなわち、この改質器３は、上下方向に沿う円筒状の上側ヒートキャリア通路３０と、こ
の上側ヒートキャリア通路３０の下方に連続する漏斗状（逆さ裁頭円錐台状。下側に向か
うにつれて径が小さくなる形状であればよい。）の下側ヒートキャリア通路３１とを有し
、上側ヒートキャリア通路３０上面の中央部に供給口３０ｉ、下側ヒートキャリア通路３
１下端にガス導入兼ヒートキャリア排出口３１ｘ、上側ヒートキャリア通路３０の側面に
改質ガス排出口３０ｘ、及び下側ヒートキャリア通路３１下端部に連通する水蒸気注入口
３７をそれぞれ有しているものである。
【００６２】
　改質器３では、予熱器２で十分に加熱されたヒートキャリアが上部供給口３０ｉから供
給され、ある程度の堆積状態を維持しながら上側及び下側ヒートキャリア通路３０，３１
を下降しつつ、改質器３内を改質反応温度に維持する。この温度条件下で、改質器３内に
導入される熱分解ガス及び水蒸気が前述の改質反応を起こし、水素高含有の改質ガスが生
成し、改質ガス排出口３０ｘを介してガス処理・利用設備へ供給される。
【００６３】
　特徴的には、図示例の改質器３では、下側ヒートキャリア通路３１は、パンチングメタ
ル等のように多数の透過孔３２ｎが全面に形成された漏斗状部材３２により形成されてい
る。漏斗状部材３２の透過孔３２ｎの寸法は、灰・ダストＤは通過するがヒートキャリア
は通過しないように設定されるとともに、漏斗状部材３２の外側を取り囲むように環状ス
ペース３３が形成され、この環状スペース３３の側面から外部に連通する灰・ダストの抜
出口３５が形成されている。漏斗状部材３２の透過孔３２ｎは灰・ダスト取り込み口とな
り、環状スペース３３が灰・ダスト取り込み口３２ｎの全てに連通する灰・ダスト落とし
スペースとなる。このような灰・ダスト取り込み口３２ｎ、灰・ダスト落としスペース３
３、及び抜出口３５を有することにより、予熱器２で除去仕切れない灰を、改質器３で除
去することができ、改質器３内や改質器３と熱分解器４との間の経路における灰の蓄積を
効果的に防止できる。
【００６４】
　漏斗状部材３２はニッケル合金等の耐熱金属又はアルミナセラミックス等の耐熱セラミ
ックスにより、また、上側ヒートキャリア通路３０及び環状スペース３３の周壁は耐熱セ
ラミックス材により形成することができ、改質器３の外面は鉄皮により形成することがで
きる。
【００６５】
　漏斗状部材３２の透過孔３２ｎの形状や寸法等、灰・ダストの抜出口３５の位置や向き
等は、予熱器２の場合と同様の改変が可能である。また、予熱器２の場合と同様に、抜出
口３５からの灰・ダストＤの取り出しを容易にするために、灰・ダスト落としスペース３
３に連通する吹き込み口３６を設け、灰・ダスト落としスペース３３に圧縮空気（圧縮空
気に代えて不活性ガスを用いても良い。以下同じ。）を吹き込んで抜出口３５から排出す
るように構成することもできる。改質器３における圧縮空気による灰の排出はガス化運転
を行っていないときに実施する。灰の排出を行う場合に、改質器３内温度を低下させない
ために、供給する圧縮空気を、例えば熱風生成装置１への供給空気と同様の廃熱との熱交
換等、適宜の加熱手段により予め改質器３内温度又は近傍まで加熱してから供給すること
ができる。圧縮空気吹き込み口３６の位置や向き等は、予熱器２の場合と同様の改変が可
能である。図示例では、予熱器２と同様の吹き込み口配置に対してさらに両側の吹き込み
口３６間の中央に吹き込み口３６を追加している。
【００６６】
　（分離機）
　分離機５は特に限定されるものではなく、回転篩、振動篩等を好適に用いることができ
る。このようなスクリーンによる分離機５を用いる場合、熱分解後のチャーの寸法がヒー
トキャリアより十分に小さければ、ヒートキャリアより小さいチャーのみを通すスクリー
ンを用いることにより、ヒートキャリアとチャーとを確実に分離できる。しかし、現実に
は、有機物質原料の粒径を破砕等により揃えるとしても限界があり、ヒートキャリアより
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大きなチャーの発生を避けえず、この大きな塊状のチャーがヒートキャリアとともに予熱
器２に送られ、予熱器２内で燃焼して灰が発生してしまう。しかも、このようにして発生
した灰は、予熱器２の排気に伴い排出されるよりも、予熱器２内、改質器３内等、ヒート
キャリアの循環経路内に堆積し易い。
【００６７】
　そこで、図８に示すように、分離機５として、ヒートキャリアと等しい粒径を有する第
１固形物（主にヒートキャリア）、第１固形物より粒径が小さい第２固形物（主に小さい
チャー）、並びに第１固形物より粒径が大きい第３固形物（主に大きいチャー）の三種類
に分離するものを用い、分離機５で分離した第１固形物、第２固形物及び第３固形物のう
ち、第１固形物は移送装置６により予熱器２に返送し、第２固形物及び第３固形物は熱風
生成装置１に供給するように構成するのも好ましい形態である。
【００６８】
　分離機５において三種類の粒径の固形物に分離し、ヒートキャリアより大きなチャーを
、ヒートキャリアより小さなチャーとともに熱風生成装置１に送るように構成し、ヒート
キャリア循環経路内の灰の堆積を抑制するのは好ましい。なお、現実には厳密な分離は困
難であり、ある程度のチャーはヒートキャリアとともに予熱器２に供給され、予熱器２内
で灰を発生させることになるため、前述の灰の除去は極めて有効な手段である。
【００６９】
　分離機５の形態は特に限定されるものではないが、例えば図示のような、第１固形物及
び第２固形物は通すが第３固形物は通さない円筒状内側スクリーン５０と、第２固形物は
通すが第１固形物及び第３固形物は通さない、内側スクリーン５０より大径の円筒状外側
スクリーン５１とを有する、２段スクリーンタイプの回転篩５を用いることができる。こ
の回転篩５は、各スクリーン５０，５１内に供給された分離対象物が、各スクリーン５０
，５１の軸心が水平方向に対して僅かに傾斜していること（これとともに又はこれに代え
て、スクリーン５０，５１の内周面に螺旋方向に沿う羽根を突出させ、この羽根がスクリ
ーン５０，５１の回転に伴い回転することにより、スクリューコンベアのように分離対象
物が移送される構成としても良い。）、並びに各スクリーン５０，５１が軸心周りに回転
されることにより、各スクリーン５０，５１の回転方向及び軸心の傾斜方向下側に移動し
つつ、各スクリーン５０，５１を通過するものと、通過しないものとに分離されることを
基本原理とするものである。そして、本例では、内側スクリーン５０の一端側に、分離対
象であるチャー及びヒートキャリアを供給すると、そのうち第１固形物及び第２固形物は
内側スクリーン５０を通過して外側スクリーン５１内に供給され、第３固形物は内側スク
リーン５０を通過せずに内側スクリーン５０の他端側に移動し、内側スクリーン５０の他
端側開口より回収され、外側スクリーン５１内に供給された第１固形物及び第２固形物の
うち、第２固形物は外側スクリーン５１を通過して回収され、第１固形物は外側スクリー
ン５１を通過せずに外側スクリーン５１の他端側に移動し、外側スクリーン５１の他端側
開口より回収されるようになっている。
【００７０】
　（熱分解器）
　ヒートキャリアより大きなチャーは、分離機５において三種類の粒径に分離することで
も解決できるが、分離機５のコストや設置面積が嵩むという問題点がある。そこで、図６
及び図７に示すように、熱分解器４におけるヒートキャリアの排出口４１ｘは、ヒートキ
ャリアと等しい粒径を有する第１固形物、並びに第１固形物より粒径が小さい第２固形物
は通すが、第１固形物より粒径が大きい第３固形物は通さないスクリーン４２で覆うのも
好ましい形態である。より詳細には、図示例の熱分解器４は、上下方向に沿う円筒状の上
側通路４０と、この上側通路４０の下方に連続する漏斗状（逆さ裁頭円錐台状。下側に向
かうにつれて径が小さくなる形状であればよい。）の下側通路４１とを有し、上側通路４
０上面の中央部に供給口４０ｉ、下側通路４１下端に、スクリーン４２で覆われた排出口
４１ｘ、下側通路４１の側面に水蒸気吹き込み口４４をそれぞれ有しているものである。
【００７１】
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　このような排出口スクリーン４２を設けることにより、ヒートキャリアより大きなチャ
ーをスクリーン４２で止めて熱分解器４から排出させず、ヒートキャリア及びヒートキャ
リアより小さなチャーのみ、スクリーン４２を通過させることができ、分離機５によらず
に（つまり、ヒートキャリアより小さいチャーのみを通す篩装置のように簡素な分離機５
を用いても）、ヒートキャリアより大きなチャーが予熱器２に送られるのを防止できる。
しかも、スクリーン４２で止められたヒートキャリアより大きなチャーは、熱及びヒート
キャリアの移動による外力を受けて砕けていくため、最終的にはヒートキャリア以下の寸
法となってスクリーン４２を通過するため、熱分解器４の排出口が閉塞することもない。
【００７２】
　排出口スクリーン４２の形状等は適宜定めることができ、平坦なパンチングメタルであ
っても良いが、図９（ａ）に示すように、排出口４１ｘ側に向かうにつれて直径が拡大す
る傘状（図示例では円錐状となっているが角錐状、ドーム状等にすることもできる）体の
側面に、排出口４１ｘ側に向かうにつれて開口幅が拡大する通過孔４２ｎ（図示例では二
等辺三角形状となっているが滴状等の適宜の形状とすることもできる）を周方向に所定の
間隔で設けたものが好適である。このような傘状スクリーン４２においては、熱分解器４
内を下降する固形物がスクリーン４２の側面の通過孔４２ｎにスムーズに移動することが
できる。また、このスクリーン４２の側面の通過孔４２ｎは、排出口側に向かうにつれて
開口幅が拡大する形状となっているため、スクリーン４２側面に沿って接触しながら下降
する固形物は、通過孔４２ｎに引っ掛かり難く、円滑な分離が可能となる。
【００７３】
　この他にも、例えば図９（ｂ）に示すように、通過孔を有しない上面と、上下方向に沿
って所定幅で延在する通過孔４２ｎが周方向に間隔を空けて形成された周面と、排出口４
１ｘに連通する開口底面とを備えた円筒状のスクリーン４２を用いることもできる。
【００７４】
　他方、排出口スクリーン４２を設ける場合、分離機５としては、第１固形物及び第２固
形物の二種類に分離するものを用い、分離機５で分離した第１固形物及び第２固形物のう
ち、第１固形物は移送装置６により予熱器２に返送し、第２固形物は熱風生成装置１に供
給するように構成すると、設備がより簡素となるため好ましい。しかしもちろん、前述の
三種類に分離するものを用いても、多重分離による分離性能向上効果はもたらされる。こ
の場合における分離機５の形態は特に限定されるものではないが、例えば図１０に示され
るような、第２固形物は通すが第１固形物は通さない円筒状スクリーン５２を有する回転
篩５を用いることができる。この回転篩５において、スクリーン５２の一端側に、分離対
象であるチャー及びヒートキャリアを供給すると、スクリーン５２の軸心が水平方向に対
して僅かに傾斜していること、（これとともに又はこれに代えて、スクリーン５０，５１
の内周面に螺旋方向に沿う羽根を突出させ、この羽根がスクリーン５０，５１の回転に伴
い回転することにより、スクリューコンベアのように分離対象物が移送される構成として
も良い。）、並びにスクリーン５２が軸心周りに回転されることにより、第２固形物はス
クリーン５２を通過して回収され、第１固形物は外側スクリーン５２を通過せずに外側ス
クリーン５２の他端側に移動し、外側スクリーン５２の他端側開口より回収されるように
なっている。
【００７５】
　（高速昇温方法）
　次に、図１４に示されるシステム運用時の温度変化を参照しつつ、本発明の特徴部分に
ついて、（ａ）コールドスタートにおける高速昇温の応用、（ｂ）待機運転、（ｃ）ホッ
トスタートにおける高速昇温の応用、（ｄ）過熱抑制操作、（ｅ）リセット操作、及び（
ｆ）後処理運転の順に説明する。
【００７６】
　なお、以下の説明において、予熱器２内温度、予熱器２からの排ガス温度、改質器３内
温度、熱分解器４内温度は、それぞれ温度計２ｔ，２ｘ，３ｔ，４ｔにより検出し、監視
することができる。また、予熱器２内温度とは、図示位置からも分るとおり、予熱器２内
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の下部の温度（つまり予熱が完了して改質器３に向けて排出される前のヒートキャリアの
温度に等しい）を意味する。さらに、ヒートキャリアの循環の停止は、各セグメントバル
ブ２ｂ，３ｂ，４ｂ，６ｂを閉じるとともに移送装置６を停止することにより行うことが
でき、循環の開始は、各セグメントバルブ２ｂ，３ｂ，４ｂ，６ｂを各所定の開閉頻度で
開閉駆動するとともに移送装置６を起動することにより行うことができる。また、有機物
質原料の供給開始及び停止は、原料供給系１４，１７の起動及び停止により行うことがで
き、その際に必要となる他の設備の起動及び停止も行われる。また、熱風供給の開始及び
停止は、熱風供給生成装置１への燃料供給の開始及び停止、並びにこれに伴う着火及び消
火により行うことができ、その際に必要となる他の設備の起動及び停止も行われる。
【００７７】
　（ａ）コールドスタートへの応用。
　図１４及び図１５に示されるように、コールドスタートは、システム全体が気温レベル
にある状態からのシステム起動である。通常、この状態では計測機器以外は全て停止状態
にある。この状態から、熱分解器４内温度が熱分解器定常運転温度に達するまでは従来同
様にして昇温を行う。すなわち、先ず、熱風生成装置１において補助燃料を燃焼させて熱
風を生成し、熱風温度を徐々に上げる。予熱器２内の温度が所定温度に達した時点、例え
ば予熱器２から出て行く排ガス（予熱器排ガス）が２００℃を超えた時点からヒートキャ
リアの循環を開始し、予熱器２内で暖められたヒートキャリアはその下に設置された改質
器３、熱分解器４へと順に落とされた後、再び予熱器２に戻されるようになる。このヒー
トキャリアの循環に伴って、改質器３、熱分解器４、分離機など、循環経路に熱が供給し
、システム全体が昇温されていく。
【００７８】
　特徴的には、熱分解器４の温度が熱分解器定常運転温度、例えば６００℃を超えた時点
で、原料供給を開始するのではなく、原料供給は停止したまま、ヒートキャリアの循環を
停止し、この状態で熱風生成装置１から予熱器２へ熱風供給を継続する、予熱器昇温運転
を行う。この予熱器昇温運転においては、熱風生成装置１に対するチャーの供給は不可能
であるため、熱風生成装置１は補助燃料により運転を行う。この予熱器昇温運転により、
図１５に示されるように予熱器２内の温度は上昇傾向となり、ある程度の時間を経て予熱
器定常運転温度（例えば１０００℃）に達する。一方、改質器３及び熱分解器４は、ヒー
トキャリアの循環停止に伴い熱が供給されなくなるため放熱冷却が始まり、温度が低下し
ていく。よって、熱分解器４の温度が機器制限温度を超えることもない。
【００７９】
　そして、予熱器２内の温度が所定の予熱器定常運転温度に達したならば、有機物質原料
の供給停止状態及び熱風供給状態を継続しつつ、ヒートキャリアの循環を開始する。これ
により、図１５に示されるように、改質器３内の温度及び熱分解器４内の温度が速やかに
上昇し、所定の改質器定常運転温度及び熱分解器定常運転温度にそれぞれ達する。改質器
３内の温度及び熱分解器４内の温度が所定の改質器定常運転温度及び熱分解器定常運転温
度にそれぞれ達したならば、直ちに又は後述の待機運転を経て、有機物質原料の供給を開
始し、定常運転に移行する。
【００８０】
　このような手法によって、ヒートキャリアの循環再開と共にその保有熱が改質器３及び
熱分解器４に供給され、各器の定常運転温度の高低関係と加熱順番との関係の影響もあり
、図１５に示されるように、各部の温度がバランス良く、迅速に上昇する。その結果、従
来よりも燃料無駄が無く、昇温時間が短くなる。
【００８１】
　なお、急加熱運転の開始当初は、ヒートキャリア循環の再開により、予熱器２に移送装
置６から冷えた熱媒体が入り込んでくるため、予熱器２内温度が低下し過ぎるおそれがあ
る。そこで、急加熱運転におけるヒートキャリアの循環開始と同時又はその直前もしくは
直後に、予熱器２に対する熱風供給量及び供給熱風温度の少なくとも一方を増加し、予熱
器２の温度低下を緩和又は防止する操作を行うのが好ましく、特に、熱風温度を一定にし
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つつ熱風供給量を増加することにより、予熱器２の温度低下を防止するのが好ましい。後
者の場合、熱風生成装置１における補助燃料の供給量及び燃焼用空気の供給量を、生成熱
風の温度が変化しないように増加させる。熱風生成装置１が燃焼排ガスの温度を指標にし
たオート運転を行っている場合は、自動的に補助燃料の供給量がコントロールされるので
、燃焼用空気量を増やす操作だけでよい。この操作は急加熱運転である限り、後述のホッ
トスタート等にも利用できるものである。
【００８２】
　（ｂ）待機運転
　ＤＳＳ運転で、例えば夕方に定常運転を終え、翌日のビジネスタイムから定常運転に入
る場合等、次の操業が予定時刻から確実に開始できるようにプラントを定常運転温度のま
まの待機状態に置くことが望ましい場合がある。これに反して、一旦プラントの火を消す
と、外気との温度差が大きいために高温部ほど急速に冷却し、迅速に定常運転温度に戻す
ことは不可能になる。
【００８３】
　そこでこのような場合、原料供給を停止している状態から、原料供給を開始するまでの
間、次の（い）～（は）の少なくとも一つの操作により、予熱器内の温度、改質器内の温
度、及び熱分解器内の温度を、予熱器定常運転温度、改質器定常運転温度、及び熱分解器
定常運転温度にそれぞれ維持する、待機運転を行い、何時でも原料供給可能な温度状態を
保つのは好ましい。
（い）ヒートキャリアの循環を一時的又は連続的に停止する。これにより、各機器の温度
を放熱により下げることができる。
（ろ）ヒートキャリアの循環を一時的又は連続的に実行する。これにより、各機器の温度
を熱供給により上げることができる。
（は）予熱器２に対する熱風供給量及び供給熱風温度のうち少なくとも一方を増減する。
これにより、ヒートキャリアの加熱の程度を変化させることができる。
【００８４】
　本発明では、この高温環境を維持する運転方法を、待機運転と呼び、原料供給系と生成
ガス系統の機器を停止した状態で、熱風生成装置１の運転及び熱風生成装置１から予熱器
２への燃焼排ガスの供給、ヒートキャリアの循環を継続する運転方法である。図１４に示
される例では、コールドスタートと定常運転との間、及び後述するホットスタートと定常
運転との間でこの待機運転を行っている。
【００８５】
　例えば、ＤＳＳの場合は、水蒸気供給停止、誘引送風機１１停止、洗浄水循環停止と順
に操作した後、熱風供給とヒートキャリアの循環を停止せずに、予熱器２、改質器３、熱
分解器４への熱供給を継続して温度低下を防ぎ、何時でも原料供給を開始できる待機状態
に保つようにする。操業停止が夕方で、翌朝通常のビジネスタイムに操業開始する場合、
概ね１５時間の待機運転となる。また、金曜日夕方停止から翌週月曜日操業開始の場合は
、６３時間程度の待機運転となる。さらに、昇温が原料供給開始時刻よりも早く、定常運
転温度に到達した場合にも、この運転方法により、温度を維持することが可能となる。
【００８６】
　この待機運転の場合、予熱器２、改質器３、熱分解器４のいずれかの内部温度が、必要
以上に上昇することがあるが、そのような場合に備えて、温度上昇を抑えるための後述す
る過熱抑制操作を実施するのは好ましい。
【００８７】
　（ｃ）ホットスタートにおける高速昇温の応用
　ガス化システムを運用していく上では一時的に操業を停止し、労力を軽減することが望
まれる場合がある。代表的な例としては、生成ガスを用いて発電を行い、売電を行うにあ
たり、電気買取価格が低く人件費が高い夜間の収益が極端に低下する場合や、週末、連休
に操業を休む場合を挙げることができる。このような一時的な操業停止において、システ
ムをある程度まで冷却してしまうと、システムを再びガス化可能な状態まで昇温するのに
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は長時間を要する。
【００８８】
　例えば、本システムが、連休前に原料供給を停止し、数日後の連休明けから原料供給を
開始する場合、一旦熱風送風まで停止するシステム全停止の状態にすると、熱分解器の内
部温度は気温が２℃から４℃の冬季の計測では２４時間で５００℃から１００℃に冷却す
る。予熱器２など最も熱が残る部分でも、５日から６日でほぼ気温程度まで冷却する。一
旦システムが気温程度まで冷却してしまうと、コールドスタートの昇温となるため、その
昇温には長時間を要し、連休明けから昇温に入っても直ぐにはガス化を開始することはで
きないこととなる。この場合、待機運転をすることも考えられるが、操業停止期間が長過
ぎるため、不経済な運転となってしまう。
【００８９】
　そこで、システムを一時的に停止する場合、定常運転から操業を完全に停止せず、図１
４に示されるように保温運転に移行し、しかる後に保温運転から操業を再開する方法も提
案する。定常運転では、予熱器２内の温度、改質器３内の温度、及び熱分解器４内の温度
が、予熱器定常運転温度、改質器定常運転温度、及び熱分解器定常運転温度にそれぞれ達
している状態で、予熱器に対する熱風の供給、ヒートキャリアの循環、及び有機物質原料
の供給を行っている。この状態から、保温運転に入り、原料供給停止の後、ガス発生終了
を確認して、改質器３に対する水蒸気供給、改質器３からの誘引送風機１１による生成ガ
ス送出、及びガス処理・利用設備をそれぞれ停止するが、熱風発生装置１の運転及び熱風
発生装置１から予熱器２への燃焼排ガスの供給は継続する。原料供給停止に伴い、熱風発
生装置１に対するチャーの供給は数時間で途絶えるため、熱風発生装置１は補助燃料によ
り運転を継続する。
【００９０】
　そして、エネルギー効率良く保温を行うために、予熱器２に対する供給熱量の増減及び
ヒートキャリアの循環速度の増減の少なくとも一方を行い、予熱器２内の温度を予熱器定
常運転温度よりも低く且つ所定の下限温度以上、熱分解器４内の温度を熱分解器定常運転
温度よりも低く且つ所定の下限温度以上、及び改質器３内の温度を改質器定常運転温度よ
りも低く且つ所定の下限温度以上にそれぞれ保持する。この保温運転は、次の原料開始の
所定時間前（例えば２４時間前）にホットスタート高速昇温運転に入ることを前提として
おり、予熱器２、改質器３、熱分解器４の温度を下限温度付近に保つことが目的である。
通常の場合、予熱器２、改質器３、熱分解器４を迅速に（例えば６～７時間程度で）定常
運転温度に昇温するためには、予熱器２の下限温度は７５０℃とし、改質器３の下限温度
は６００℃とし、熱分解器４の下限温度は５００℃とするのが望ましい。
【００９１】
　保温運転において各機器の温度を低下させる場合、熱風温度を維持したまま予熱器２へ
の供給熱量を減らすのが望ましく、特に、熱風発生装置１への補助燃料供給量及び燃焼用
空気の送風量の少なくとも一つを減らすのが望ましい。もちろん、熱風供給量を維持した
まま供給熱風温度を低下しても良いし、熱風供給量及び供給熱風温度の両方を低下させて
も良い。また、ヒートキャリアの循環速度を標準より遅くしたり、上記下限温度に各反応
器が温度低下するまで熱風送風を停止したり、あるいは熱風送風及びヒートキャリアの循
環の両者を停止し、各反応器が下限温度まで低下したら再開するといった方法をとること
もできる。
【００９２】
　以上の熱風とヒートキャリアに関する操作で、予熱器２、改質器３、熱分解器４は、徐
々に温度低下傾向に入る。この時には、基本的に過熱の心配は無くなっているが、念のた
め、各器の温度低下を監視するのが好ましい。熱分解器４が、熱分解機定常運転温度を超
える事態が発生したときには、ヒートキャリアの循環を一時停止して、予熱器２に送る熱
風の温度及び風量の少なくとも一つを低減し、予熱器２出口のヒートキャリアの温度を下
げる操作を行い、熱分解器４の温度が熱分解機定常運転温度以下に冷却してからヒートキ
ャリアの循環を再開する。
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【００９３】
　一方、いずれかの器の温度が下限温度に近づく又は下回ったときには、熱風の量ないし
温度を増やす方向に操作して、予熱器２から出て行くヒートキャリアの温度を高め、ヒー
トキャリアの循環を早めて各器への供給熱量を増加する。保温運転においていずれかの反
応器の温度が一時的に下限温度を下回ることがあっても、次述の予熱器昇温運転前に下限
温度に回復すれば保温運転の目的は達せられる。
【００９４】
　操業の再開に際しては、保温運転からヒートキャリアの循環を停止して前述の予熱器昇
温運転に移行する。そして、予熱器２内の温度が所定の予熱器定常運転温度に達した後に
、ヒートキャリアの循環を再開し、改質器３内の温度及び熱分解器４内の温度が所定の改
質器定常運転温度及び熱分解器定常運転温度にそれぞれ達するまで前述の急加熱運転を行
う。このヒートキャリアの循環再開によって、改質器３と熱分解器４の温度は、一気に定
常運転温度に達する。より詳細には、予熱器昇温運転が概ね数時間で終了し、その間、改
質器３と熱分解器４が放熱冷却で温度低下を起こすものの、ヒートキャリアの循環再開で
改質器３には予熱器２から１０００℃前後のものが落下、熱分解器には６００℃程度のも
のが改質器から落下するため、改質器２も熱分解器３もほぼ同時に適正温度に到達する。
【００９５】
　しかる後に有機物質原料の供給を再開し、ガス化を開始する。このように保温運転を行
うことによりシステムを一定温度以上に保ち、その後に本発明の予熱器昇温運転及び急加
熱運転を経て原料供給を再開することにより、エネルギー消費を抑えつつシステムの再開
を速やかに行うことができるようになる。
【００９６】
　保温運転の際、予熱器２の内部温度が７００℃、改質器３の内部温度が６００℃、熱分
解器４の内部温度が５００℃付近にあり、その温度からそれぞれ１０００℃、９５０℃、
６００℃の定常運転温度まで昇温する場合を想定すると、保温運転から予熱器昇温運転へ
の移行は、原料供給開始予定時刻の６～７時間前から開始するのが適当である。すなわち
、ヒートキャリアの各反応器での貯留量は、大体ヒートキャリア全量の３分の１程度であ
り、仮にヒートキャリアの全量を４．７トンとし、仮にヒートキャリアの循環量を時間当
たり５００キログラムとすると、予熱器２のヒートキャリアが改質器３に全量移動する時
間は、約３時間である。従って、予熱器昇温のスタートから定常運転温度到達まで一連の
作業時間は、予熱器昇温の約３時間と合わせ、凡そ６時間である。原料投入予定時刻の約
６～７時間前から高速昇温に入れば原料投入予定時刻までには十分昇温できる。
【００９７】
　（ｄ）過熱抑制操作
　例えば予熱器昇温運転中はヒートキャリアの循環を停止しているため、予熱器２内温度
が予熱器定常運転温度に達し、さらに温度が上昇して予熱器の排ガス温度が機器制限温度
を超えるおそれがある。また、待機運転中も、既に各機器が定常運転温度に達しているた
め、さらに温度が上昇して予熱器の排ガス温度が機器制限温度を超えるおそれがある。も
ちろん、急加熱運転中や定常運転中もそのおそれが無いわけではない。よって、予熱器２
内温度が予熱器定常運転温度に達し、予熱器２の排ガス温度が機器制限温度（例えば５５
０℃程度）を超えたとき、次の（イ）～（ニ）の少なくとも一つの過熱抑制操作を実行す
るのが望ましい。
　（イ）ヒートキャリアの循環が停止しているとき、一時的に、ヒートキャリアの循環を
開始する。これにより、冷えたヒートキャリアを予熱器２内に供給して予熱器２を冷却す
ることができる。
　（ロ）一時的又は連続的に、予熱器２に対する熱風供給量及び供給熱風温度のうち、供
給熱風温度は維持したまま熱風供給量を減少させる。これにより予熱器２に対する供給熱
量を減少させ、放熱による冷却効果を利用し、冷却することができる。熱風生成装置１が
燃焼排ガスの温度を指標にしたオート運転を行っている場合は、自動的に補助燃料の供給
量がコントロールされるので、燃焼用空気量を減らす操作だけで、温度は下がらずに熱量
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が減る。
　（ハ）一時的に、予熱器２への熱風供給を停止する。これにより、予熱器２に対する供
給熱量を無くし、放熱による冷却効果を最大限利用して冷却することができる。
　（ニ）一時的に、予熱器２に対して冷却用空気を送風する。これにより、予熱器２の強
制冷却を行うことができる。冷却用空気としては、熱風生成装置１に供給される燃焼用空
気をそのまま（図示例の場合、予熱器排ガス温度に近い温度となっている）用いることが
できる。この操作は、放熱冷却を待ちきれない緊急時に適用するものである。
　このような過熱抑制操作を実行することによって予熱器２の温度低下を抑えつつ、運転
継続による予熱器２の過熱を防止できるようになる。この操作は、温度の超過度合いに応
じて、超過度合いが大きいときほど多い数の操作を組み合わせて適用し、かつその際に（
イ）～（ニ）の順に適用するのは望ましい。例えば、一時的又は連続的に（イ）のヒート
キャリアの循環を再開し、それでも予熱器２内温度が下がらないときには、予熱器２に対
する供給熱風温度は維持したまま熱風供給量を減少させる（ロ）～（ハ）の操作を行うこ
とによって、予熱器昇温運転等の継続による予熱器２の過熱を抑制する。ただし、それで
もなお、予熱器２の昇温を抑えられない場合もありうる。よって、そのような場合には、
上述の（二）のような予熱器冷却行程を行うのが好ましい。
【００９８】
　（ｅ）リセット操作
　本システムは、ヒートキャリアをシステム内で循環させ、予熱器２での蓄熱と改質器３
と熱分解器４での放熱を利用して、熱分解器４の中での有機物質の熱分解と改質器３の中
での水蒸気改質を行うシステムであるが、熱分解器４に原料が供給され過ぎると、吸熱反
応と水分の蒸発等により、熱分解器４内でヒートキャリアの温度低下が起こり、この温度
低下が許容範囲を超えると、図１４に示されるように、ヒートキャリア温度が循環の度に
下がる温度低下スパイラルに入る。例えば、通常の場合、熱分解器４内のヒートキャリア
温度として許容できる下限温度はおよそ５００℃であり、この温度を下回ると、予熱器２
に戻る時には４００℃以下となり、予熱器２での昇温の限界もあって、温度低下スパイラ
ルという悪循環に陥り、ヒートキャリアを定常運転温度に戻せなくなる。そして、このよ
うな低温状態になると、改質器３の温度も水蒸気改質の出来る温度ではなくなり、水蒸気
改質反応は消え、単なる熱分解だけのガス製造が続いているだけとなり、生成ガスの水素
濃度は低くなる。
【００９９】
　そこで、このような温度低下の悪循環から抜け出すための手法として、次のようなリセ
ット操作も提案する。すなわち、予熱器２内の温度、改質器３内の温度、及び熱分解器４
内の温度が、予熱器定常運転温度、改質器定常運転温度、及び熱分解器定常運転温度にそ
れぞれ達している状態で、熱風の供給、ヒートキャリアの循環、及び有機物質原料の供給
を行う定常運転中に、熱分解器４内温度が熱分解器定常運転温度未満、特に下限温度未満
となったとき、原料供給を停止し、熱風の送風を継続して予熱器昇温運転に入る。この予
熱器昇温運転により、予熱器２内の温度が所定の予熱器定常運転温度に回復したならば、
ヒートキャリアの循環を再開して急加熱運転に移行し、改質器３内の温度及び熱分解器４
内の温度をそれぞれ所定の改質器定常運転温度及び熱分解器定常運転温度に一気に回復さ
せる。
【０１００】
　このリセット操作によって、各器の温度が定常運転温度に回復したら、温度低下悪循環
の原因となった原料の供給量をリセット操作前よりも減らすように、原料供給系１４，１
７の設定を変更してから原料供給を再開する。原料の供給量をどの程度減らすかは適宜定
めることができるが、最初は大幅に減らし（概ね３分の１から４分の１に減らす）、そこ
から徐々に供給量を増やし、原料供給を継続しても熱分解器４の温度が下限温度以下に低
下しない適正原料供給量に調整するのが好ましい。
【０１０１】
　（ｆ）後処理運転
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　システムを停止する際、直ちにヒートキャリアの循環をも停止してしまうと、熱分解器
４に滴下するタールの固化により多数のヒートキャリアが塊状に固まり、次のシステム開
始の際にヒートキャリアの循環阻害をもたらすことがある。そこで、システムを停止する
にあたり、熱分解器４に対する有機物質原料の供給を停止した状態で、ヒートキャリアの
循環及び予熱器２への熱風供給を継続する、後処理運転を所定時間（例えば２時間以上）
行い、しかる後に、ヒートキャリアの循環及び予熱器２への熱風供給をそれぞれ停止する
ことも提案する。この後処理運転を行うことにより、熱分解器４においてタールが滴下し
ても熱風により加熱されたヒートキャリアが循環しているため、塊状に固化するといった
事態は発生し難くなる。
【産業上の利用可能性】
【０１０２】
　本発明は、木質バイオマス等の有機物質のガス化に利用できるものである。
【符号の説明】
【０１０３】
　１…熱風生成装置、２…予熱器、３…改質器、４…熱分解器、５…分離機、６…移送装
置。
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